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１．債務保証制度の概要

公益社団法人全国市街地再開発協会が、民間出捐金により造成した民間再開発促進基金により行う債務保証制度。

市街地再開発事業、マンション再生事業等を行う組合やその準備組織の信用を補完し、準備段階に必要となる調査設計計画費等の
初動期の資金調達を円滑化するため、基金を担保として金融機関による融資の債務保証を行います。
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２．市街地再開発事業等の初動期の資金調達
市街地再開発事業、マンション再生事業等の事業資金は、① 組合構成員などの負担金や② 新築建物の一部＝保留床の売却

代金さらには③ 国や地方公共団体の補助金などによる資金調達で賄われます。

これらの資金調達の一部は立替金などとして先行して支払われる場合もありますが、調査・設計事業の完了後、権利変換認可後や
工事進捗に伴う出来高払いの工事代金に対応した支払いなどの事後払いとなる場合があり、この間の資金繰りとして金融機関からの
借入金が必要となります。（下図参照）

借入金としての資金調達となりますので事業の進捗による返済の確実性が前提となります。また、準備組合段階では法人格
がないこと、権利変換前には組合固有の資産もないこと、さらには関係者が多く、事業環境の変化などで遅延、変更を生じる懸
念もあることから、再開発事業に精通し、地方公共団体担当部署との連携を図れる当協会の債務保証により金融機関からの融
資が円滑となります。
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３． 債務保証制度の要件

保証対象事業
市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、
マンション再生事業、優良建築物等整備事業等

事業認可及び組合設立認可に向けての合意形成がなされ、準備が具体化
している事業が対象となります。市街地再開発事業及び防災街区整備事
業については、都市計画決定を受けていることが原則です。

保証対象資金

①調査設計計画等のコンサル費用
②転出者の土地・借地権等の買取費用
③転出者用の代替地の取得費用
④転出者に対する補償費用
⑤マンション再生等に係る区分所有者の抵当権解除のための費用
⑥マンション敷地売却事業等に係る要除却認定マンションの除却等に必
要な費用

調査設計費等に対する補助金並びに事業計画認可又は権利変換計画認可
時の事業協力者や参加組合員からの立替金等による返済が見込まれる費
用が対象となります。

保証対象者

①施行者等（市街地再開発組合等）
②関係権利者又はその組織する団体（準備組合等）
③前①、②に掲げる者の委任を受けた法人（コンサル会社等）
④関係権利者の出資する法人（開発会社等）
⑤参加組合員、特定事業参加者
⑥その他

法人格がない準備組合等の準備組織については、組合設立に向けての地
権者等の合意形成がなされていることが要件となります。

保証限度額
１件当たり　２億円
ただし、保証対象資金のうち①、⑤又は⑥については１億円／件

保証期間
保証対象資金の①～④は　原則　５年以内
保証対象資金の⑤又は⑥は原則１０年以内

連帯保証人
・担保

案件ごとにご相談させていただきます。
　たとえば、債務保証額が5,000万円以下の場合は、無担保・無保証人
の取扱いも可能です。

補助金交付決定を受けた補助金等を担保として認める場合もあります。

保証料

保証付貸付金元本残高に対し、事業者が金融機関を通じて協会に納付
　無担保・無保証の場合　　　　　　　：年0.75％
　担保又は保証人のいずれかがある場合：年0.5％
　担保及び保証人がともにある場合　　：年0.3％



地区数

４． 債務保証制度の利用実績

防災街区整備

マンション建替え

優良建築物等整備

市街地再開発

地区数 保証件数

市街地再開発事業 59 89

防災街区整備事業 3 4

マンション建替え事業 10 23

優良建築物等整備事業（ﾏﾝｼｮﾝ建替えを除く） 7 7

合計 79 123



５． 債務保証制度の申込み手続き

債務保証の申込みにあたってはあらかじめ、金融機関、地方公共団体と打ち合わせの上、次のホームペー
ジに掲載されている借入希望概要と事業計画、必要書類を作成の上、当協会プロジェクト業務部に提出いただ
くこととなります。

https://www.uraja.or.jp/support/assurance/a_procedure_councel.html

借入希望概要を提出いただいた後、借入人の方（準備組合理事長様、ご担当役員の方等）、借入金融機関、
地方公共団体の担当者及び事業関係者のヒアリングを実施させていただいたうえで当協会審査委員会の審
査がありますので、借入れ希望時期の2か月前にはあらかじめご相談ください。

【約定締結金融機関】

債務保証制度を利用して借入れを受けられる金融機関は次のホームページに掲載されている金融機関とな
ります。

https://www.uraja.or.jp/support/assurance/doc/a_finance.pdf

当協会債務保証制度により金融機関から借り入れをいただく場合には、当協会と当該金融機関との間あら
かじめ、債務保証制度にかかる約定を締結いただいております。掲載されていない銀行、信用金庫及び信用
組合からの借入れを希望される場合には、当協会プロジェクト業務部までご連絡ください。



中央三丁目１番地区市街地再開発事業（石巻市）

東日本大震災被災地の中心市街地における市街地再開発事業。
事業協力者が得にくい中、復興まちづくりを着実に進めていくため、調査設計計
画費全体に対して金融機関からの資金調達が必要であったところ、金融機関から
は債務保証を求められた。
本基金による債務保証制度を活用した結果、資金調達が可能となったことにより、
事業を概ね予定通り進めることができ、被災地における震災復興市街地再開発事
業のうち最も早く着工に至った。

面 積：約0.5ha、 総事業費：約23億円
債務保証額：初動期資金23百万円

（住宅金融支援機構）
主要用途：住宅、店舗、駐車場
事業進捗：平成26年7月着工

（27年12月竣工予定）

丸亀町商店Ａ街区市街地再開発事業（高松市）

面 積：約0.44ha
総事業費：約65億円

債務保証額：初動期資金100百万円（信用金庫）
主要用途：住宅、店舗、駐車場
事業進捗：平成17年3月着工、18年12月竣工

総延長日本最大規模の地方都市の商店街における市街地再開発事業。定期借
地権方式の導入やエリアマネージメントなど先進的取組を行っている。
キーテナントを想定せず、地権者出資法人による保留床取得を行い、同法人によ
る事業後のマネジメントも想定した事業であり、準備期間における調査設計計画費
及び運営資金について、準備組合が地元信用金庫からの借入れにあたり、債務保
証を求められ、本債務保証制度を活用。
先進的取組であることもあり、検討期間に時間を要し、融資期間が延長されたが、
債務保証期間についても柔軟に延長を行うことにより、事業の円滑な推進を支援。

富士マンション建替え事業（新潟市）

面 積：約0.5ha
総事業費：約23億円

債務保証額：初動期資金129百万円
（地方銀行）

主要用途：住宅、店舗、事務所
事業進捗：平成18年12月着工、20年3月竣工

地方都市の中心市街地におけるマンション建替法に基づくマンション建替
事業。

居住者で構成されるマンション組合による建替え事業であり、事業協力者な
しに自己資金で事業を行うため、調査設計計画費及び転出者のマンション買
取費用に要する不足分の資金について、金融機関からの資金調達が必要で
あったところ、地元銀行の融資が得られることになったが、その際、債務保証
が条件となり、本債務保証制度を活用。

常盤・栄地区市街地再開発事業（佐世保市）

面積 ： 約0.86ha
総事業費 ： 約107億円
債務保証額 ： 初動期資金延べ6.4億円（地方銀行、信
用組合、商工中金、住宅金融支援機構）
主要用途 ： 住宅、商業・業務施設、高齢者施設等
竣工 ： 平成26年10月竣工

佐世保市の中心市街地の商店街中心部における市街地再開発事業。

事業環境の変化により、計画変更が重なり、事業協力者も立て替えが困難と
なったことから、調査設計計画費の金融機関借入れが必要となり、金融機関
から債務保証を求められ、本基金による債務保証制度を活用。

その後、リーマンショック等による計画見直しや遅延に伴う調査設計計画費
や移転補償費等の追加資金調達に当たっても、債務保証制度を活用して金
融機関借入れを行い、事業を継続、完了することができた。


